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○母性健康管理（妊娠中及び産後１年を経過しない女性が対象です。）

①保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保

す診受を査診康健は又導指健保のめたの婦産妊が者働労性女、は主業事

るために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

→詳しくは２ページ以下へ

②指導事項を守ることができるようにするための措置

導指らか等師医、け受を等査診康健、が者働労性女の後産出び及中娠妊

を受けた場合は、その女性労働者が、受けた指導事項を守ることができる

ようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講

じなければなりません。

→詳しくは６ページ以下へ

③母性健康管理指導事項連絡カード

　　　→詳しくは１２ページ以下へ

○労働基準法における母性保護規定
（妊娠中及び産後１年を経過しない女性等が対象です。）　　　

→詳しくは１８ページ以下へ

○産前休業
　女性が請求した場合、産前は６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）女性を

就業させることはできません。

→詳しくは１８ページへ

○産後休業
　出産日の翌日から８週間女性を就業させることはできません。

　ただし、6週間経過後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業

務に就かせることは差し支えありません。

→詳しくは１８ページへ

○育児休業制度
1歳に満たない子を養育する男女労働者は、育児休業を取得できます。

　育児休業制度等の詳しい内容については、厚生労働省ホームページ

（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html）

をご覧ください。

女性労働者の妊娠・出産前後に事業主が講ずる措置
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〈別表１〉 

 

（注）

〈別表２〉 

 ［特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの］ 

 ［鉛中毒予防規則の適用を受けているもの］

 

 ［有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの］ 

２．対象業務 

  ① 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第３管理区分」（規制対象 

   となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態）となった屋内作業場 

   での業務 

   ② タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発 

   散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務 
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妊産婦等の就業制限の業務の範囲
×…女性を就かせてはならない業務
△…女性が申し出た場合就かせてはならない業務
○…女性を就かせても差し支えない業務

女性労働基準規則第2条第1項
就業制限の内容

妊婦 産婦

×重量物を取り扱う業務　　（別表１参照）1号 × ×

×ボイラーの取扱いの業務2号 △ ○

×ボイラーの溶接の業務3号 △ ○

×つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の
運転の業務4号 △ ○

×運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又は
ベルトの掛換えの業務5号 △ ○

×クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務（2人以上の者によって行う玉掛けの業
務における補助作業の業務を除く。）6号 △ ○

×動力により駆動させる土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務7号 △ ○

×
直径が25センチメートル以上の丸のこ盤（横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸
のこ盤を除く。）又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤（自動送り装置を
有する帯のこ盤を除く。）に木材を送給する業務

8号 △ ○

×操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務9号 △ ○

×蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務10号 △ ○

×動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ8ミリメートル以上の鋼板
加工の業務11号 △ ○

×岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務12号 △ ○

×土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務13号 ○ ○

×高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところに
おける業務14号 ○ ○

×足場の組立て、解体又は変更の業務（地上又は床上における補助作業の業務を除く。）15号 △ ○

×胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務16号 △ ○

×機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務17号 △ ○

×別表２の１に掲げる有害物を発散する場所において行われる別表２の２に掲げる業務18号 × ×

×多量の高熱物体を取り扱う業務19号 △ ○

×著しく暑熱な場所における業務20号 △ ○

×多量の低温物体を取り扱う業務21号 △ ○

×著しく寒冷な場所における業務22号 △ ○

×異常気圧下における業務23号 △ ○

×さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務24号 × ○

その他 
の女性
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〈別表１〉
下の表の左欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務

〈別表２〉
１．対象有害物（26物質）
［特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの］

［鉛中毒予防規則の適用を受けているもの］

（注）カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体、マンガン化合物は対象とならない。

年　齢
継続作業断続作業

重　　量（単位：kg）

満16歳未満

1 塩素化ビフェニル(PCB)

2 アクリルアミド

3 エチルベンゼン 

4 エチレンイミン

5 エチレンオキジド

6 カドミウム化合物

7 クロム酸塩

15 鉛およびその化合物

8 五酸化バナジウム

9 水銀およびその無機化合物（硫化水銀を除く）

10 塩化ニッケル（Ⅱ）（粉状のものに限る）

11 砒素化合物（アルシンと砒化ガリウムを除く）

12 ベータープロピオラクトン

13 ペンタクロルフェノール（PCP）およびそのナトリウム塩

14 マンガン

12 8

満16歳以上満18歳未満 25 15

満18歳以上 30 20

［有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの］

16 エチレングリコールモノエチルエーテル（セロソルブ）

17 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（セロソルブアセテート）

18 エチレングリコールモノメチルエーテル（メチルセロソルブ）

19 キシレン

20 N，N－ジメチルホルムアミド

21 スチレン

22 テトラクロルエチレン（パークロルエチレン）

23 トリクロルエチレン

24 トルエン

25 二硫化炭素

26 メタノール

２．対象業務
①　労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第３管理区分」（規制対象となる化学物質の空
気中の平均濃度が規制値を超える状態）となった屋内作業場での業務
②　タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸
用保護具の着用が義務づけられている業務

（注）
　電離放射線障害防止規則では、放射線業務従事者の被ばく限度等につき、妊娠する可能性がないと診断された女性、妊娠中でない妊
娠可能な女性、妊娠中の女性で異なる規制を設けています。
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●タンク、船倉内などで規
制対象の化学物質を取り
扱う業務で、呼吸用保護具
の使用が義務づけられて
いるもの

●労働安全衛生法令に基
づく作業環境測定を行い、
「第3管理区分（下記参照）」と
なった屋内作業場での全
ての業務

作業環境測定 （注1）

(注1) 作業環境測定は、
作業環境測定機関（作
業環境測定士）が実施
する必要があります。

(注2) 管理濃度とは、有
害物質を取り扱う作業
場の空気環境の状態が
良好かどうかを判断す
る指標として、物質ごと
に定められている濃度
のことです。

労働安全衛生法令と改正女性則の関係（概要）

＊一部の業務については、この図によらない場合がありますので、詳細は
最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。

女性労働者の就業を禁止する業務

女性労働基準規則の改正（※）により（改正女性則） 、妊娠や出産・授乳機能に影
響のある26の化学物質（20頁参照）を取り扱う作業場では、妊娠の有無や年齢な
どにかかわらず、女性労働者を以下の業務に就かせることは禁止されています。

（※ 平成24年10月1日施行。ただし、エチルベンゼンは平成25年1月1日施行）

労働安全衛生法令による規制

屋内作業場

第１管理区分
作業場所のほとんど（95％以
上）で、気中の有害物質の濃度
が、管理濃度（注2）を超えない
状態

女性労働者
就業可能

第２管理区分
作業場所の気中の有害物質の
濃度の平均が、管理濃度を超
えない状態

第３管理区分
作業場所の気中の有害物質の
濃度の平均が、管理濃度を超
える状態

労働安全衛生法令により、
直ちに作業環境を改善するために
必要な措置を講じなければなりません。

女性労働者
就業禁止

タンク内など

屋外作業場

局所排気装置等のない作業場所
で、呼吸用保護具の使用が義務
づけられている業務

女性労働者
就業可能

改正女性則
による規制

労働安全衛生法令により、
作業環境を改善するために必要な
措置を講ずるよう努めなければなり
ません。

管理濃度以下に改善

女性労働者の就業を禁止する業務の範囲が拡大しました



― 22―



― 23―



― 24―



― 25―



― 26―



― 27―



― 28―



― 29―



― 30―



― 31―



― 32―

該当るれわ行ていおに所場該当れぞれそ、じ応に分区の所場るす散発を物害有るげ掲に号各の次　 81　
各号に定める業務（※）

ミドカ、ドシキオンレチエ、ンミインレチエ、ドミアルリクア、）BCP名別（ルニエフビ化素塩　 イ　
ウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物（硫化水銀を除く。）、
塩化ニツケル（Ⅱ）（粉状の物に限る。）、砒素化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。）、ベータ
―プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール（別名PCP）若しくはそのナトリウム塩又はマンガ
ンを発散する場所　次に掲げる業務
） 1（　　  特定化学物質障害予防規則（昭和47年労働省令第39号）第22条第1項又は第22条の2第1項
に規定する作業を行う業務であつて、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させる必
要があるもの
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） 2（　　  （1）の業務以外の業務のうち、安衛令第21条第7号に掲げる作業場（石綿等を取り扱い、若し
くは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接して
コークス製造の作業を行う場合の当該作業場を除く。）であつて、特定化学物質障害予防規則第
36条の2第1項の規定による評価の結果、第3管理区分に区分された場所における作業を行う業
務

　 ロ　鉛及び安衛令別表第4第6号の鉛化合物を発散する場所　次に掲げる業務
） 1（　　  鉛中毒予防規則（昭和47年労働省令第37号）第39条ただし書の規定により呼吸用保護具を使
用させて行う臨時の作業を行う業務又は同令第58条第1項若しくは第2項に規定する業務若しく
は同条第3項に規定する業務（同項に規定する業務にあつては、同令第3条各号に規定する業務及
び同令第58条第3項ただし書の装置等を稼働させて行う同項の業務を除く。）
） 2（　　  （1）の業務以外の業務のうち、安衛令第21条第8号に掲げる作業場であつて、鉛中毒予防規則
第52条の2第1項の規定による評価の結果、第3管理区分に区分された場所における業務

ーエルチエノモルーコリグンレチエ、）ブルソロセ名別（ルテーエルチエノモルーコリグンレチエ　 ハ　
テルアセテート（別名セロソルブアセテート）、エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチ
ルセロソルブ）、キシレン、Ｎ・Ｎ―ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン（別
名パークロルエチレン）、トリクロルエチレン、トルエン、二硫化炭素又はメタノールを発散する場
所　次に掲げる業務
） 1（　　  有機溶剤中毒予防規則（昭和47年労働省令第36号）第32条第1項第1号若しくは第2号又は
第33条第1項第2号から第7号までに規定する業務（同令第2条第1項の規定により、これらの規
定が適用されない場合における同項の業務を除く。）
） 2（　　  （1）の業務以外の業務のうち、安衛令第21条第10号に掲げる作業場であつて、有機溶剤中毒
予防規則第28条の2第1項の規定による評価の結果、第3管理区分に区分された場所における業
務

（※）　平成24年10月1日施行。平成24年9月30日までは、「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、
塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所にお
ける業務」。



女性にやさしい職場づくりナビ mobile　
　　　　  http://www.bosei-navi.go.jp/mobile/
　　　　　　  右のQRコードからアクセスできます。

○厚生労働省のホームページでは、メールによるご質問も受け付けています。
　https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

女性にやさしい職場づくりナビ mobile　
　　　　  http://www.bosei-navi.go.jp/mobile/
　　　　　　  右のQRコードからアクセスできます。

○厚生労働省のホームページでは、メールによるご質問も受け付けています。
　https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
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機会均等推進責任者

母性健康管理や母性保護について、さらに詳しく知りたい方は、
　女性労働者の母性健康管理のために（厚生労働省ホームページ）
　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyokintou/seisaku05/index.html

　女性にやさしい職場づくりナビ　http://www.bosei-navi.go.jp/
（母性健康管理や母性保護に関する詳しい情報、具体的な取組事例についてご
覧いただけます。また、専門家によるメール相談も受付けています。）

　女性にやさしい職場づくりナビ mobile　
　　　　　  http://www.bosei-navi.go.jp/mobile/
　　　　　　　  右のQRコードからアクセスできます。

あるいは、各都道府県労働局雇用均等室へお問い合わせ下さい。
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雇用均等室所在地一覧
（電話番号・ＦＡＸ番号一覧）

平成25年4月1日現在

電話番号 FAX番号 郵便番号 所在地

北海道 011-709-2715 011-709-8786 060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１番１号　札幌第１合同庁舎９階

青　森 017-734-4211 017-777-7696 030-8558 青森市新町２丁目４番２５号　青森合同庁舎

岩　手 019-604-3010 019-604-1535 020-0045 盛岡市盛岡駅西通１丁目９番１５号　盛岡第２合同庁舎

宮　城 022-299-8844 022-299-8845 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番地　仙台第４合同庁舎

秋　田 018-862-6684 018-862-4300 010-0951 秋田市山王７丁目１番４号　秋田第二合同庁舎２階

山　形 023-624-8228 023-624-8246 990-8567 山形市香澄町３丁目２番１号　山交ビル３階

福　島 024-536-4609 024-536-4658 960-8021 福島市霞町１番４６号　福島合同庁舎

茨　城 029-224-6288 029-224-6265 310-8511 水戸市宮町１丁目８－３１

栃　木 028-633-2795 028-637-5998 320-0845 宇都宮市明保野町１番４号　宇都宮第２地方合同庁舎

群　馬 027-210-5009 027-210-5104 371-8567 前橋市大渡町１丁目１０番７号　群馬県公社総合ビル

埼　玉 048-600-6210 048-600-6230 330-6016 さいたま市中央区新都心１１－２　ランド・アクシス・タワー１６階

千　葉 043-221-2307 043-221-2308 260-8612 千葉市中央区中央４丁目１１番１号　千葉第２地方合同庁舎 

東　京 03-3512-1611 03-3512-1555 102-8305 千代田区九段南１－２－１　九段第３合同庁舎１４階

神奈川 045-211-7380 045-211-7381 231-8434 横浜市中区北仲通５丁目５７番地　横浜第２合同庁舎１３階

新　潟 025-288-3511 025-288-3518 950-8625 新潟市中央区美咲町１丁目２番１号　新潟美咲合同庁舎２号館４階

富　山 076-432-2740 076-432-3959 930-8509 富山市神通本町１丁目５番５号

石　川 076-265-4429 076-221-3087 920-0024 金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎

福　井 0776-22-3947 0776-22-4920 910-8559 福井市春山１丁目１番５４号　福井春山合同庁舎

山　梨 055-225-2859 055-225-2787 400-8577 甲府市丸の内１丁目１番１１号

長　野 026-227-0125 026-227-0126 380-8572 長野市中御所１丁目２２番１号

岐　阜 058-245-1550 058-245-7055 500-8723 岐阜市金竜町５丁目１３番地　岐阜合同庁舎

静　岡 054-252-5310 054-252-8216 420-8639 静岡市葵区追手町９番５０号　静岡地方合同庁舎５階

愛　知 052-219-5509 052-220-0573 460-0008 名古屋市中区栄２丁目３番１号　名古屋広小路ビルヂング１１階

三　重 059-226-2318 059-228-2785 514-8524 津市島崎町３２７番２号　津第２地方合同庁舎

滋　賀 077-523-1190 077-527-3277 520-0051 大津市梅林１丁目３番１０号　滋賀ビル

京　都 075-241-0504 075-241-0493 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１

大　阪 06-6941-8940 06-6946-6465 540-8527 大阪市中央区大手前４丁目１番６７号　大阪合同庁舎第２号館

兵　庫 078-367-0820 078-367-3854 650-0044 神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号　神戸クリスタルタワー １５階

奈　良 0742-32-0210 0742-32-0214 630-8570 奈良市法蓮町３８７番地　奈良第３地方合同庁舎

和歌山 073-488-1170 073-475-0114 640-8581 和歌山市黒田２丁目３番３号　和歌山労働総合庁舎４階

鳥　取 0857-29-1709 0857-29-4142 680-8522 鳥取市富安２丁目８９番９号

島　根 0852-31-1161 0852-31-1505 690-0841 松江市向島町１３４番１０号　松江地方合同庁舎５階

岡　山 086-224-7639 086-224-7693 700-8611 岡山市北区下石井１丁目４番１号　岡山第２合同庁舎

広　島 082-221-9247 082-221-2356 730-8538 広島市中区上八丁堀６番３０号　広島合同庁舎第２号館

山　口 083-995-0390 083-995-0389 753-8510 山口市中河原町６番１６号　山口地方合同庁舎２号館

徳　島 088-652-2718 088-652-2751 770-0851 徳島市徳島町城内６番地６　徳島地方合同庁舎４階

香　川 087-811-8924 087-811-8935 760-0019 高松市サンポート３番３３号　高松サンポート合同庁舎２階

愛　媛 089-935-5222 089-935-5223 790-8538 松山市若草町４番３号　松山若草合同庁舎

高　知  088-885-6041 088-885-6042 780-8548 高知市南金田１番３９号

福　岡 092-411-4894 092-411-4895 812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号　福岡合同庁舎新館

佐　賀 0952-32-7218 0952-32-7224 840-0801 佐賀市駅前中央３丁目３番２０号　佐賀第２合同庁舎

長　崎 095-801-0050 095-801-0051 850-0033 長崎市万才町７番１号　住友生命長崎ビル３階

熊　本 096-352-3865  096-352-3876 860-8514 熊本市西区春日２－１０－１　熊本地方合同庁舎９階

大　分 097-532-4025 097-537-1240 870-0037 大分市東春日町１７番２０号　大分第２ソフィアプラザビル４階

宮　崎 0985-38-8827 0985-38-8831 880-0805 宮崎市橘通東３丁目１番２２号　宮崎合同庁舎２階

鹿児島 099-222-8446 099-222-8459 892-0847 鹿児島市西千石町１番１号　鹿児島西千石第一生命ビル

沖　縄 098-868-4380 098-869-7914 900-0006 那覇市おもろまち２丁目１番１号　那覇第２地方合同庁舎１号館３階
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